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The　 purpose　 of　this　paper　 is　to　clarify　 the　life　of　Sandor　 Plbsz(1846-1925),drafter　 of　the　Hungarian　 civil

procedure　 law1911,regarded　 as　a　high-point　 of　Hungarian　 legislation,which　 was　 in　force　 until　1952,when　 replaced

by　the　socialist　 civil　procedure　 law.

This　 essay　 firstly,overviews　 his　life　in　the　context　 of　the　political　 and　 social　 background　 of　the　eastern　 half　of　the

Habsburg　 Monarchy.Then,his　 academic　 works,especially　 on"right　 to　sue"will　 be　analysed　 in　the　context　 of

discussions　 among　 the　Geman　 academic　 society　 and　 clarified　 that　his　work　 was　 one　 of　the　crucial　 theories　 even　 in

Gemany,which　 was　 the　leader　 for　the　deveopment　 of　Japanese　 legal　studies　 on　the　civil　procedure.Finally,血rough

comparingwiththemakingprocessoftheAustrianCodeofCivilProcedure1895,draftedbyFranzKlein(1854-

1926),thisessaywillconcluedthatbothcodesstrengheningtheinitiativeofjudgestospeedthesuits,Klein,asa

bureaucrat,stressedmorethesocio-politicalaspectsaboutthecivilprocedurelawtohelpthepoorparties,while

PIGszfocusedmoreontherationalizationandaccuracyinthejurisdiction.
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は じめに

2016年ll月21日,現 行 のハ ンガ リー民事訴訟法

は,法 律第130号 と してハ ンガ リー議会で成立 した.1

そ の最 後 の633条 で は,社 会 主義 体 制 下 のハ ンガ

リー で適 用 され てい た 旧法(1952年 法律3号)の

失効が 明記 されている.

ここにい う旧法が成立す る前に適用 されていた民

事 訴訟法 は,1911年 に法律 第1号 として制定 された

〔以下,1911年 法 と略す〕.今 日のハ ンガ リーの民事

訴 訟法学 者か ら 「1952年 法 は1911年 法の技術 的改

正 にす ぎない」,あ るいは2016年 法成立 までの改正

作 業 は 「1911年 法典以 来最大の法継 受の プ ロセ ス」

とい う発 言が 一度 な らず 認 め られ る ところ をみ る

と,2今 日で もハ ンガリー民事訴訟法学 界が1911年

法 を尊重 している様子 が うかが える.

その成立時期 は,オ ース トリア=ハ ンガリー二重

君 主 国体 制下 に あた る.こ の体 制 は1867年 か ら第
一 次世 界大戦 で君 主国が解 体す る1918年 まで続い

た,

二重君主 国体制下 では,オ ース トリア帝国 とハ ン

ガ リー王国間の協 定(ド イツ語Ausgieich,ハ ンガ リー

語kiegyezes)に より,オ ース トリア皇帝がハ ンガリー

国王 を兼 ね,軍 事,外 交,財 政を共通事 項 と し,そ

の ほかは両者 で独 自の国 家体制 を持 つ こ ととなっ

た.し たが って,民 事訴訟法 の立法作業 も,オ ース

トリア側(正 規 には 「帝 国議会 に代表 を送 る諸王 国・

諸州」)と ハ ンガリー側 とで,そ れぞ れ独 自に進 め

られることとな ったのである.

ハ ンガ リー側 で成立 した1911年 法 は,ド イツ民

事 訴訟 法(1877年)お よびオー ス トリア民事 訴訟

法(1895年)の 長所 を取 り入れ,両 者 の課題 を克

服 し,完 成度の高 い法律 になった,と 成立 当時か ら

内外で評価 されていた.3

そ の 起 草 者 プ ロ ー ス ・シ ャ ー ン ドル(Plosz

Sandor,1846-1925)の 名 も,当 時 か ら ドイツや 日本

の民 事訴訟法 の文献 では認 める こ とが で きる.4長

年,公 職 を務め ただけあって,当 時 の国内の専 門雑

誌 には発言や論稿 も多 い.し か し,プ ロースの生涯
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